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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　還元剤を送給し、導き、そして計量するための、液体還元剤を送給するための送給装置
（１）であって、前記送給装置（１）は、還元剤タンク（２）、送給ユニット（６）、計
量ユニット（８）、還元剤ライン（７）を備え、そしてそれは、液体還元剤で満たされる
ことができる液体還元剤全体のボリューム（９）を共有し、前記送給ユニット（６）と少
なくとも１つの第１の補償エレメント（４）は、前記還元剤タンク（２）から前記計量ユ
ニット（８）までの前記還元剤ライン（７）に沿って、いずれかの特定の場所に設けられ
、前記少なくとも１つの第１の補償エレメント（４）は、送給装置（１）内の液体還元剤
が凍結する前に液体還元剤の冷却が起こり液体還元剤の冷却中に、前記送給装置（１）に
おいて負圧が優勢のときに、前記液体還元剤全体のボリューム（９）のサイズを減少させ
るのに適する、送給装置（１）。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの第１の補償エレメント（４）は、ダイアフラム（１０）の形態に
設計され、そのために接触面が提供され、前記接触面（１１）は、前記送給装置（１）に
おいて正圧が優勢のときに、前記ダイアフラム（１０）が実質的に動かないで前記接触面
（１１）を圧迫するように、そして、前記送給装置（１）において負圧が優勢のときに、
前記ダイアフラム（１０）が非常に自由に偏向位置へと移動することができるように設計
される、請求項１に記載の送給装置（１）。
【請求項３】
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　前記少なくとも１つの第１の補償エレメント（４）は、前記液体還元剤全体のボリュー
ム（９）のサイズを最大５％まで減少させることを許容する、請求項１または２に記載の
送給装置（１）。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの第１の補償エレメント（４）は、５００ミリバールを下回る負圧
で前記液体還元剤全体のボリューム（９）のサイズを最大５％まで減少させることを許容
する、請求項１～３のいずれか１項に記載の送給装置（１）。
【請求項５】
　前記送給装置において正圧の閾値（１２）に達したときに、前記液体還元剤全体のボリ
ューム（９）のサイズを増加させるのに適した少なくとも１つの第２の補償エレメント（
２５）があり、前記正圧の閾値（１２）を下回る圧力が優勢のときに、前記少なくとも１
つの第２の補償エレメント（２５）は、前記液体還元剤全体のボリューム（９）のサイズ
の増加を実質的には許容しない、請求項１～４のいずれか１項に記載の送給装置（１）。
【請求項６】
　前記正圧の閾値（１２）は、少なくとも５バールである、請求項５に記載の送給装置（
１）。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの第２の補償エレメント（２５）は、前記液体還元剤全体のボリュ
ーム（９）のサイズを最大１５％まで増加させることができる、請求項５または６に記載
の送給装置（１）。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの第２の補償エレメント（２５）は、前記正圧の閾値（１２）に達
するときに、前記液体還元剤全体のボリューム（９）のサイズを増加させる、請求項５～
７のいずれか１項に記載の送給装置（１）。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの第２の補償エレメント（２５）は、プレロード下で表層部（１３
）の形態に設計され、前記正圧の閾値（１２）を上回る正圧が優勢のときに、前記表層部
（１３）は、前記液体還元剤全体のボリューム（９）のサイズが増加するように、前記プ
レロードと反対に移動することができる、請求項５～８のいずれか１項に記載の送給装置
（１）。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの第１の補償エレメント（４）および前記少なくとも１つの第２の
補償エレメント（２５）は、複合補償エレメントとして共同で形成される、請求項５～９
のいずれか１項に記載の送給装置（１）。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの第１の補償エレメント（４）は、前記送給ユニット（６）と前記
計量ユニット（８）との間に配置される、請求項１～１０のいずれか１項に記載の送給装
置（１）。
【請求項１２】
　還元剤タンク（２）、送給ユニット（６）、計量ユニット（８）、還元剤ライン（７）
内が液体還元剤で満たされた液体還元剤全体のボリューム（９）を有する送給装置（１）
内の液体還元剤を凍結させる方法であって：
　ａ）前記送給装置（１）内の前記液体還元剤を冷却する（前記送給装置（１）の前記液
体還元剤全体のボリューム（９）のサイズは、前記還元剤ライン（７）に沿って、いずれ
かの特定の場所に設けられる第１の補償エレメント（４）によって減少する）ステップ；
および、
　ｂ）前記送給装置（１）内の前記液体還元剤を凍結させる（前記送給装置（１）の前記
液体還元剤全体のボリューム（９）のサイズは、前記還元剤ライン（７）に沿って、いず
れかの特定の場所に設けられる第２の補償エレメント（２５）によって増加する）ステッ
プ；
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を少なくとも有する、方法。
【請求項１３】
　内燃機関（１５）、および選択接触還元を実施するために設計された排気システム（３
）、ならびに還元剤を還元剤タンク（２）から前記排気システム（３）内へと送給するた
めの請求項１～１１のいずれか１項に記載の送給装置（１）を備える自動車（１４）。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、還元剤タンクから排ガス浄化システム内へと液体還元剤を送給するための送
給装置に関する。送給装置は特別な補償エレメントを備える。
【背景技術】
【０００２】
　内燃機関の排ガスにとっての現在の放出限界値（近い将来さらに厳しくなる）に関して
、実用車および自動車において排ガス浄化のためのＳＣＲシステムの使用は増加している
。ここで、還元剤は、様々な形態で、特に水溶液（Ｄｅｎｏｘｉｕｍ、ＡｄＢｌｕｅ）中
に存在する還元剤前駆体の形態で使用される。ＡｄＢｌｕｅは、ほぼ３２．５重量パーセ
ントの尿素比率を有する利用可能な尿素水溶液の商品名である。ＳＣＲ技術の使用におい
て、低い環境温度で、さもなければ対流の結果としての冷却効果で、還元剤が凍結し得る
点に注意されなければならない。尿素水溶液は、概して－１１℃以下の温度で凍結する。
液体から固体への還元剤の相変化に起因するボリューム（容積、容量、体積）の増加の結
果として、ＳＣＲシステムの構成要素（例えば送給装置のフィルタ、還元剤ラインまたは
弁）は、損傷を受ける虞がある。
【０００３】
　前記周知の課題の解決として、膨張を補償するために、ボリューム補償エレメントを有
するフレキシブルな１または複数の還元剤ラインを設けることが提案された。そしてそれ
は、凍結する還元剤または還元剤前駆体の氷圧の結果として、還元剤ラインのボリューム
を増加させる。このことが構成要素の側面から安価でかつ信頼性の高い適切な保護の形態
へと発展することは、しかしながらいまだ可能ではなかった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術に関してさらに改良された補償エレメントを有する還元剤のための送給装置を
特定することは、本発明の目的である。補償エレメントは、凍結プロセスによって送給装
置に提示されるリスクをさらに低下させる。さらに、それは、前記タイプの送給装置にと
っての目標とされる凍結方法を提案しようとする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記目的は、請求項１の特徴による送給装置によって、そしてさらに、請求項１２の特
徴による方法によって達成される。装置のさらに有利な改良は、従属請求項において特定
される。請求項において個々に特定される特徴は、任意の所望の技術的に意味のある方法
において互いに組み合わされてよい。そして、特定されている本発明のさらなる設計異型
については、記述からの説明的な事実によって補充されてよい。
【０００６】
　本発明による装置は、還元剤を送給し、導き、そして計量するための、少なくとも１つ
の第１の補償エレメントを有する、液体還元剤を送給するための装置である。この送給装
置は、還元剤タンク、送給ユニットさらには還元剤ラインおよび計量ユニットを備え、そ
してそれは、還元剤で満たされることができる全体のボリューム（容積、容量、体積）を
共有する。少なくとも１つの第１の補償エレメントは、送給装置において負圧が優勢のと
きに、全体のボリュームのサイズを減少させるのに適する。
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【０００７】
　本発明の文脈の範囲内で、負圧は、周囲圧力に対する負圧を意味する。同様に、正圧は
、周囲圧力に対する正圧を意味する。
【０００８】
　本発明は、送給装置内の還元剤が凍結する前に、還元剤の冷却が常に起こり、そしてそ
の冷却中に、還元剤のボリュームの減少が起こるという認識に基づく。尿素水溶液につい
ての測定は、ボリュームの重要な減少が、２０℃から０℃までの還元剤の冷却中に、すで
に起こることを示した。従来技術から公知の送給装置では、ボリュームの前記減少のせい
で、送給装置内に減圧が形成される。その減圧は、還元剤タンクから送給ユニットの弁を
通して送給装置内へと送給される付加的な還元剤を生じさせる。その結果、送給装置の充
填レベルは、冷却中に増加する。この程度まで冷却した還元剤がさらに冷却するときに、
それはほぼ－１１℃の温度で凍結し始める。ここで、ボリュームの増加は、冷却中に以前
に起こるボリュームの減少よりも大きく起こる。ボリュームの前記増加は、送給装置内の
増加した圧力につながる。圧力の前記増加は、冷却中にボリュームが減少する間に、送給
ユニットを通して送給装置内へと付加的に吸い込まれた付加的な還元剤がある場合により
増える。本発明による補償エレメントによって、送給装置内の付加的な還元剤のボリュー
ムは、減少されることができるか、または完全に除去されることさえできる。そうすると
、本発明による送給装置において、送給装置が氷圧に耐えることを確実にするためにとら
なければならない対策はより小さい。
【０００９】
　送給装置において負圧が優勢でない限り送給装置がボリュームを減少させず、そして、
負圧が優勢のときに、第１の補償エレメントがボリュームの減少を非常に急速にかつ非常
に自由に許容する場合、それはここで特に有利である。このようにして、送給装置は、作
動範囲において（すなわち０バールを上回る圧力で）、実質的に圧縮不可能な挙動を呈す
ることを確実にされることができる。このようにして、送給装置によって提供される還元
剤圧力の高度な均一性を達成することは、可能である。同時に、作動中の圧力増加の結果
として、送給装置の弾力性のある膨張のために不必要なエネルギーが費やされることはな
い。
【００１０】
　少なくとも１つの第１の補償エレメントが、ダイアフラムの形態に設計され、そのため
に接触面が提供され、その接触面が、送給装置において正圧が優勢のときに、ダイアフラ
ムが実質的に動かないで接触面を圧迫するように、そして、送給装置において負圧が優勢
のときに、ダイアフラムが全体のボリューム内へと移動することができるように設計され
る場合、送給装置はさらに特に有利である。
【００１１】
　接触面は、例えば、送給装置の一連の内壁の一部でよい。
【００１２】
　ダイアフラムの下流の接触面において、例えば、送給装置において負圧が優勢のときに
、ダイアフラムと接触面との間を空気等が自由に通過することのできる孔が設けられてよ
い。ダイアフラムによって送給装置の全体のボリュームから切り離される空気は、したが
って、送給装置における全体のボリュームの一部を満たす。負圧が優勢のときに、ダイア
フラムは非常に容易に変形できることが好ましい。なぜなら、比較的薄いダイアフラムの
大きい表面積は、容易に曲がることができるからである。正圧が優勢のときに、ダイアフ
ラムは接触面に対して押圧される。ダイアフラムの動きは、その後、接触面における記述
された孔の領域のみで例えば可能である。前記孔は、しかしながら、ダイアフラムが圧迫
する接触面に関して非常に小さい。孔の非常に小さい領域全体から見ると、ダイアフラム
は、それが他の領域におけるのと同じ厚みをそこで有する場合であっても、比較的堅い。
この理由で、ダイアフラムは、孔の内部に有意な程度に膨張することができない。そうす
ると、システムにおいて正圧が優勢のときに、全体のボリュームの有意な増加がない。
【００１３】
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　孔に代わるものとして、格子もまた、ダイアフラムの下流に設けられてよい。ダイアフ
ラムが全体のボリューム内に自由に膨張することは、それから再び可能である。その一方
で、システムにおいて正圧が優勢のときに、ダイアフラムは格子を圧迫し、そして、格子
の個々の開口内へのダイアフラムの膨張は、有意な程度には起こらない。
【００１４】
　部分的に異なる厚みによってダイアフラムが形成されることも、可能である。当接して
いるダイアフラムが変形しないために、孔または格子の上に置かれるようになるダイアフ
ラムのその領域は、より厚く設計され得る。負圧が優勢のときに、ダイアフラムが送給装
置の全体のボリューム内へと移動する場合、ダイアフラムの自由な動きをここで確実にす
るために、隣接する領域は、薄くてかつフレキシブルに、随意に波形構造（ｃｏｒｒｕｇ
ａｔｉｏｎ）をともなってさえ、設計され得る。ダイアフラムの可動領域は、さらに増加
した柔軟性をここで確実にするために、波形構造または同類に形成されることもおそらく
あり得る。
【００１５】
　ダイアフラムにとって、異なる材質の組み合わせから成ることも可能である。比較的高
い弾性率を有するかおよび／または比較的大きい厚みを有するかいずれかの比較的剛性の
ある材料は、ダイアフラムの個々の領域に使用することができ、および／または、ダイア
フラムは、付加的な層および／または補強構造によって、領域において堅くされてよい。
【００１６】
　少なくとも１つの第１の補償エレメントが、全体のボリュームのサイズを最大５％まで
減少させることを許容する場合、本発明による送給装置は特に有利である。
【００１７】
　従来の作動温度（概して２０℃でよく、または最大８０℃でさえよい。）から進む水性
の還元剤の凍結中に、ボリュームの減少が最大５％まで発生し得ることが、実験において
分かった。第１の補償エレメントが、全体のボリュームの少なくとも２％までボリューム
の減少を許容することは、しかしながら好ましい。
【００１８】
　少なくとも１つの第１の補償エレメントが、５００ｍｂａｒ［ミリバール］を下回る負
圧で、最大５％まで全体のボリュームのサイズの減少を許容する場合、本発明による送給
装置は、さらに特に有利である。ここで、最大２％までのボリュームの減少が、５００ｍ
ｂａｒ［ミリバール］を下回る、好ましくは２００ｍｂａｒ［ミリバール］を下回る、そ
して特に好ましくは１００ｍｂａｒ［ミリバール］を下回る負圧で可能であることは、特
に好ましい。
【００１９】
　本発明による送給装置のこの実施形態は、送給装置内の負圧があまり大きくなってはな
らないという概念に基づく。そうすると、付加的な還元剤は、還元剤タンクから送給装置
内へと吸い込まれない。システムにおいて低い負圧が優勢のときに、これが発生する確率
はより低くて、および／または、還元剤タンクから還元剤が吸い込まれるのを防止するた
めにとられる対策は必要ないかまたはより小さい。また、流動抵抗は、還元剤タンクから
還元剤を吸い込むための吸引ラインに設けられてよい。そして、流動抵抗は、送給装置の
冷却が起こるときに、還元剤が還元剤タンクから送給装置内へと流れないことを確実にす
る。この種の流動抵抗は、第１の補償エレメントによってボリュームの減少のために必要
な負圧が、付加的な還元剤が還元剤タンクから吸い込まれる負圧よりも低いことを確実に
することだけを単に意図する。
【００２０】
　送給装置において正圧の閾値に達したときに、全体のボリュームのサイズを増加させる
ことに適した少なくとも１つの第２の補償エレメントがある場合、本発明による送給装置
はまた特に有利である。正圧の閾値を下回る圧力が優勢のときに、少なくとも１つの第２
の補償エレメントは、全体のボリュームのサイズの増加を実質的には許容しない。
【００２１】
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　特定の正圧の閾値が上回られるときに、この種の第２の補償エレメント（膨張要素）は
、したがって、送給装置のボリュームのサイズを増加させる。これの前に、全体のボリュ
ームのサイズの重要な増加が起こらないことは好ましい。その理由は、本発明による送給
装置が作動される送給圧力の範囲で、送給装置は、特にエネルギー効率が良くかつ信頼性
が高い還元剤の送給を許容するために、可能な限りの最も堅い挙動を呈しなければならな
いからである。送給装置内の還元剤が完全に冷却して、そして、還元剤の膨張が凍結プロ
セスのために発生するときに、通常の送給圧力より著しく高い圧力は起こる。第２の補償
エレメントは、この種の圧力で全体のボリュームのサイズの制御された増加を許容する。
そうすると、送給装置内の氷圧は損傷を与えない。
【００２２】
　正圧の閾値が少なくとも５バールである場合、本発明による送給装置は、特に有利であ
る。正圧の閾値は、周囲圧力を上回る圧力として、すなわち周囲圧力に関して、いずれの
場合もここで特定される。送給装置の送給圧力は、５バールよりも通常小さい。より高い
送給圧力（例えば最大でも１０バールまたは最大１５バールでさえも）を使用することも
、しかしながら可能である。閾値圧力が、送給装置の最大送給圧力よりも高い少なくとも
１バールであるようにセットされることは、例えば好都合である。
【００２３】
　少なくとも１つの第２の補償エレメントが全体のボリュームのサイズを最大１５％まで
増加させることができる場合、本発明による送給装置は、特に有利である。第２の補償エ
レメントが全体のボリュームのサイズを最大でも２～１５％、特に最大でも３～１０％ま
で増加させることができる場合、それは好ましい。ボリュームのサイズのこの種の増加が
還元剤の凍結中に規則的に発生し得ることが、実験において分かった。これを許容する１
つの第２の補償エレメントだけを正確に提供することが、好ましい。
【００２４】
　正圧の閾値に達するときに、少なくとも１つの第２の補償エレメントが全体のボリュー
ムのサイズを実質的に突然増加させる場合、本発明による送給装置は、さらに特に有利で
ある。サイズにおけるこの種の突然の（唐突な、即時の）増加の結果、凍結プロセス中に
、送給装置内で起こる氷圧は、正圧の閾値よりも大きくはならない。正圧に達するときに
、送給装置内の圧力の突然の減少が、全体のボリュームのサイズの突然の増加と同時に起
こるように、第２の補償エレメントが造られることも可能である。前記タイプの第２の補
償エレメントについては、正圧の閾値に達するときに、安定平衡位置であるとみなされる
。そうすると、全体のボリュームのサイズは、突然の圧力低下にもかかわらず再び減少し
ない。加えて、または、代わりに、正圧の閾値を上回って、全体のボリュームのサイズの
連続増加は、圧力のさらなる増加によって起こることができる。この種の設計については
、しかしながら、送給装置の圧力は、正圧の閾値をまたさらに上回って高まる。
【００２５】
　少なくとも１つの第２の補償エレメントがプレロード下で表層部の形態に設計される場
合、本発明による送給装置はまた特に有利である。正圧の閾値を上回る正圧が優勢のとき
に、表層部は、全体のボリュームのサイズが増加するように、プレロードと反対に移動す
ることができる。プレロード下の表層部は、概してクリッカのようにしてふるまう。前記
表層部が、特定の力によって、または表層部に作用する特定の圧力によってプレロードと
反対に負荷される場合、前記表層部は突然反転して、その結果、ボリュームのサイズは突
然増加する。突然の反転中に、表層部がストッパに対して移動して、さらに安定した位置
に到達することなくストッパを圧迫する場合、それは通常、好都合である。表層部は、さ
らに安定な位置から、対応する反対方向の圧力または対応する反対方向の作用力の作用下
で、最初のプレロード位置へと戻ることが可能なだけである。ストッパによって、表層部
は、さらに安定した位置に達するのを防止されることができる。そうすると、圧力が正圧
の閾値以下に低下するときに、表層部はプレロード位置にきちんと戻る。
【００２６】
　少なくとも１つの第１の補償エレメントおよび少なくとも１つの第２の補償エレメント
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が複合補償エレメントとして共同で形成される場合、本発明による送給装置はまた特に有
利である。プレロード下にある大きな表層部が第２の補償エレメントとして設けられ、そ
して、ダイアフラムの形態の第１の補償エレメントが前記表層部上に直接設けられること
は、例えば可能である。空気がダイアフラムと表層部との間を通過することができるため
に、プレロード下の表層部は、それから、例えば、対応する孔を有する。第１の補償エレ
メントおよび第２の補償エレメントが、複合補償エレメントとして、単一のコンパクトな
統合コンポーネントに形成されることも、可能である。
【００２７】
　少なくとも１つの第１の補償エレメントが送給ユニットと計量ユニットとの間に配置さ
れる場合、本発明による送給装置はさらに有利である。圧力は送給装置において送給ユニ
ットによって発生して、計量ユニット（それは内燃機関の排気システムに還元剤を供給す
る。）によって消されるので、送給装置の高圧領域は通常、送給ユニットと計量ユニット
との間にある。計量ユニットは、例えばインジェクタである。送給ユニットは、例えばポ
ンプである。かなりのボリューム（例えばタンク）へと膨張することができない加圧還元
剤は、通常、前記高圧領域内に位置している。第１の補償エレメントが送給ユニットの近
くに（特に直接隣接して）配置されることは、特に好ましい。凍結プロセスは、それから
、第１の補償エレメントの方向において計量ユニットから進んで起こることができる。そ
うすると、氷プラグは送給装置内に形成されない。そしてそれは、還元剤のまだ液体のボ
リュームを第１の補償エレメントから切り離して、これにより、第１の補償エレメントが
その補償効果を与えるのを防止する。ここで、第２の補償エレメントが、設けられる場合
に、送給ユニットと計量ユニットとの間（可能ならば送給ユニット付近）に配置されるよ
うに同様に設けられる場合、それは特に有利であるとも考えられる。
【００２８】
　本発明は、液体還元剤で満たされた全体のボリュームを有する送給装置内の液体還元剤
を凍結させる方法であって：
　ａ）送給装置内の還元剤を冷却する（送給装置の全体のボリュームのサイズは、第１の
補償エレメントによって減少する）ステップ；および、
　ｂ）送給装置内の還元剤を凍結させる（送給装置の全体のボリュームのサイズは、第２
の補償エレメントによって増加する）ステップ；
を少なくとも有する方法にも関する。
【００２９】
　特に、送給装置内への還元剤の引き続いての流れがないように、送給装置の全体のボリ
ュームのサイズは、ステップａ）で減少する。さらに、ステップａ）における還元剤の凍
結中のボリュームの増加は、通常、ステップｂ）における冷却中のボリュームの減少より
も大きい。
【００３０】
　この種の方法は、本発明による送給装置を用いて、特に好ましくは実施されてよい。本
発明による方法の特定の効果は、送給装置のボリュームの変化が、対応する補償エレメン
トで定義済み方法において常に起こるということである。そうすると、許容できない膨張
および応力は、送給装置において起こることができない。
【００３１】
　本発明は、内燃機関、および選択接触還元を実施するために設計された排気システム、
ならびに還元剤を還元剤タンクから排気システム内へと送給するための本発明による送給
装置を備える自動車にも関する。
【００３２】
　本発明による送給装置のための特別の技術的改良および効果は、本発明による方法およ
び本発明による自動車に類似して適用可能であり、移転可能である。同じことは、本発明
による自動車および本発明による方法と連動して特定される効果および特別の技術的改良
にあてはまる。そして、その効果および改良は、本発明による装置に適用可能であり、移
転可能である。
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【図面の簡単な説明】
【００３３】
　本発明および発明の技術分野は、図に基づいて下でさらに詳細に説明される。図は、特
に好適な例示的実施形態を示す。しかしながら、本発明はそれに制限されない。特に、図
および示される特にプロポーションは、単に概略的である点に注意する。
【図１】図１は、本発明による送給装置の第１の設計異型を有する自動車を示す。
【図２】図２は、送給装置の凍結の挙動を示している線図を示す。
【図３】図３は、第１の補償エレメントの設計異型を示す。
【図４】図４は、第１の補償エレメントの設計異型の圧力／ボリューム特性曲線を示す。
【図５】図５は、第２の補償エレメントの設計異型を示す。
【図６】図６は、第２の補償エレメントの設計異型の圧力／ボリューム特性曲線を示す。
【図７】図７は、複合補償エレメントの設計異型を示す。
【図８】図８は、複合補償エレメントの設計異型の圧力／ボリューム特性曲線を示す。
【図９】図９は、第１の補償エレメントのさらなる改良を示す。
【図１０】図１０は、第１の補償エレメントのさらなる改良を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　図１は、排気システム３を有する内燃機関１５を有する自動車１４を示す。排気システ
ム３は、排気システム３への還元剤（尿素水溶液）を計量するための計量ユニット８を備
える。還元剤は、送給装置１によって還元剤タンク２から計量ユニット８へ供給される。
還元剤は、還元剤タンク２から還元剤ライン７を通って計量ユニット８に至る。還元剤タ
ンク２から計量ユニット８までの還元剤ライン７に沿って、流動抵抗２４、フィルタ５、
送給ユニット６、補償エレメント４および圧力センサ２７が設けられる。構成要素の配列
は、ここに記述される配列から一部逸脱してよい。加えて、第１の補償エレメント４の領
域に、第２の補償エレメント２５または複合補償エレメント３７が設けられることは、任
意に可能である。還元剤タンク２を除く送給装置１のすべての構成要素は、全体のボリュ
ーム９を共有する。全体のボリューム９については、計量ユニット８と送給ユニット６と
の間に配置される送給装置１の構成要素だけに関連付けることも、可能である。送給装置
１において負圧が優勢のときに、第１の補償エレメント４は、送給装置１のボリューム９
を減らすのに適している。負圧が優勢のときに、送給装置１の全体のボリューム９が、還
元剤タンク２からの付加的な還元剤が流動抵抗２４を通って送給装置１内に吸い込まれ得
るよりも容易に第１の補償エレメント４によって減少し得るように、第１の補償エレメン
ト４は、流動抵抗２４と相互作用する。
【００３５】
　図２は、本発明による還元剤の送給装置の圧力が、従来技術から公知の還元剤の送給装
置の圧力に関して、それらに含まれる還元剤の凍結プロセスおよび融解プロセス中にどの
ようにふるまうかを簡略的に線図で示す。システムに存在する還元剤の圧力は、いずれの
場合も圧力軸１６上にプロットされる。前記圧力は、時間軸１７に対してプロットされる
。時間軸１７よりも上の領域は正圧２８を表し、時間軸１７よりも下の領域は負圧２９を
表す。第１の曲線２２は、従来技術から公知の送給装置における圧力を表す。第２の曲線
２３は、本発明による送給装置における圧力を表す。最初に示すのは、凍結期間２０であ
る。還元剤の冷却中に、還元剤のボリュームが減少するせいで負圧２９が起こる。第１の
曲線２２のように従来技術から公知の送給装置では、この場合、付加的な還元剤が、還元
剤タンクから送給装置内に吸い込まれる。第２の曲線２３のように本発明による送給装置
では、ボリュームの前記減少は、第１の補償エレメントによって補償される。そうすると
、付加的な還元剤は送給装置内に移動しない。凍結プロセス中に、従来技術から公知の送
給装置内の圧力は、そして本発明による送給装置内の圧力も、両方ともかなり上昇する。
しかしながら、従来技術から公知の送給装置内の圧力は、より強烈に上昇する。なぜなら
、前記送給装置では、凍結プロセス中に負圧によって以前に吸い込まれた付加的な還元剤
が存在するからである。融解期間２１において、圧力は、両方の送給装置とも最初に強烈
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に低下する。従来技術から公知の送給装置では、しかしながら、負圧２９は、元通りには
到達しないか、または本発明による送給装置におけるよりも小さい程度にしか到達しない
。なぜなら、従来技術から公知の送給装置では、付加的なボリュームが送給装置内に吸い
込まれていて、その付加的なボリュームは、今逃れることができないからである。その理
由は、送給ユニット内の弁が、還元剤を還元剤タンクから送給装置内へのみ通過させ、そ
れと反対方向には通過させないからである。この理由は、ポンプは、通常、受動的に作用
する弁を有するポンプであり、その送給方向は、弁の構造によってあらかじめ定義される
からである。したがって、従来技術から公知の送給装置における還元剤の凍結およびそれ
に続く再融解の場合、再融解後の圧力は、凍結プロセスの前に存在する圧力に関して、ま
たは、本発明による送給装置における圧力に関して、圧力増加２６を呈する。
【００３６】
　図２の解釈において、図２は、従来技術から公知の送給装置と本発明による送給装置と
の間の違いを単に簡略的に示すだけである点に留意しなければならない。図２の線図では
、冷却中に送給装置内に吸い込まれる還元剤のボリュームへの第１の補償エレメントの影
響だけが、そして送給装置における圧力への前記ボリュームの影響が、考慮された。実際
には、第１の補償エレメントはまた、送給装置自体における圧力に直接に影響を及ぼす。
例えば、冷却中に、圧力は、従来技術から公知の送給装置におけるほどはるかに低下する
ことができない。なぜなら、前記圧力低下は、第１の補償エレメントによってすでに妨げ
られるからである。
【００３７】
　図３は、ダイアフラム１０で造られる本発明による第１の補償エレメント４を示す。正
圧が優勢のときに、ダイアフラム１０は接触面１１を圧迫する。負圧が優勢のときに、ダ
イアフラム１０は偏向位置３０へ偏る。空気はその後ダイアフラム１０と接触面１１との
間に存在する。そして、前記空気はあとで孔３１を通って吸引されて再び逃げることがで
きる。
【００３８】
　図４は、図３による第１の補償エレメントの圧力／ボリューム曲線３２を示す。この線
図は、圧力軸１６およびボリューム軸１８を示す。正圧が優勢のときに、ボリュームは圧
力／ボリューム曲線３２のようにわずかだけ増加する。その理由は、ダイアフラムが接触
面を圧迫して、非常にわずかだけ変形することができるからである。負圧が優勢のときに
、圧力／ボリューム曲線３２のようにボリュームは強烈に減少する。その理由は、ダイア
フラムが非常に自由に偏向位置へと移動することができるからである。
【００３９】
　図５は、第２の補償エレメント２５を示す。第２の補償エレメント２５には、表層部１
３がある。そしてそれは、通常作動において、プレロード（ｐｒｅｌｏａｄ）下にあり、
そのプレロードのせいでプレロード位置３３に保持される。送給装置内の圧力が増加する
場合、プレロードされた表層部１３は、特定よりも上回る圧力で、偏向位置３０へと反転
する。偏向位置３０においてさえ、表層部が完全に反転することができなくて、むしろス
トッパ１９を圧迫する場合、それは好ましい。したがって、表層部１３は、安定平衡位置
３８（プレロード位置３３と異なり、そして、対応する反対向きの力の行使によってのみ
その位置から表層部１３が戻り動くことができる）へと移動しないことが確保される。
【００４０】
　図６は、第２の補償エレメントの圧力／ボリューム曲線３２を示す。圧力が圧力軸１６
上にプロットされるのに対して、ボリュームはボリューム軸１８上にプロットされる。負
圧が優勢のときに、ボリュームは大きさがわずかにだけ減少する。なぜなら、比較的堅い
表層部は、作用力の下でわずかに膨張するだけだからである。正圧が優勢のときに、表層
部は、そのプレロード位置において休止する。そうすると、膨張は実質的に起こらない。
正圧の閾値１２よりも高い圧力が優勢のときに、ダイアフラムは偏向位置へと突然反転す
る。そうすると、突然のボリューム増加３９は発生する。正圧の閾値１２よりも高い圧力
が優勢のときに、表層部はストッパを圧迫して、それ以上変形することができないので、
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ボリュームの重要なさらなる増加は起こらない。
【００４１】
　図７は、ダイアフラム１０、接触面１１および孔３１を有する第１の補償エレメント４
で構成される複合補償エレメント３７を示す。ダイアフラム１０は、偏向位置３０へと反
転することができる。図７において、第２の補償エレメント２５は、表層部１３およびス
トッパ１９で同様に構成される。表層部１３は、プレロード位置３３にあり、そして偏向
位置３０へと反転することができる。
【００４２】
　図８は、図７による複合補償エレメントの圧力／ボリューム曲線３２を示す。圧力は圧
力軸１６上にプロットされるのに対して、ボリュームはボリューム軸１８上にプロットさ
れる。図８の圧力／ボリューム曲線３２は、図４および図６からの圧力／ボリューム曲線
の実質的に重ね合わせに起因する。圧力／ボリューム曲線３２は、負圧が優勢のときに、
ボリュームの強烈な減少を呈し、圧力が優勢で中立圧力および正圧の閾値の間に位置する
ときに、実質的に一定のボリュームを呈する。正圧の閾値１２で、突然のボリューム増加
３９は起こる。前記領域において、本発明による送給装置の作動範囲は、組み合わせの補
償を有する本発明による送給装置が作動範囲において実質的に堅い挙動を呈するようなも
のでもある。正圧の閾値１２で、ボリュームの急増は発生する。第１の補償エレメントお
よび第２の補償エレメントが本発明による送給装置に提供される場合、図８による圧力／
ボリューム曲線は常に達成される。この目的のために、２つが複合補償エレメントとして
形成されることは、必要でない。
【００４３】
　図９は、第１の補償エレメント４の代わりの設計を示す。ここで、また、本発明による
送給装置において正圧が優勢のときに、ダイアフラム１０は接触面１１を圧迫する。孔３
１の代わりに、例えば多数の孔３１から形成されてよい格子３５は、この場合設けられる
。さらに、ダイアフラム１０は硬化構造３４を備える。そうすると、送給装置において負
圧が優勢のときに、ダイアフラム１０は偏向位置３０へと移動することができるが、しか
し、格子３５の方向におけるダイアフラム１０の変形は付加的に妨げられる。
【００４４】
　図１０による第１の補償エレメント４の実施形態において、接触面１１および接触面１
１にある孔３１を有するダイアフラム１０が同様に存在する。ダイアフラム１０は偏向位
置３６へと移動することができる。ダイアフラム１０の移動度を向上させるために、この
場合、ダイアフラム１０上に波形構造（ｃｏｒｒｕｇａｔｉｏｎ）が設けられる。その結
果、本発明による送給装置において負圧が優勢のときに、ダイアフラム１０は、本発明に
よる送給装置内へと、または全体のボリュームへと、そして偏向位置３０へと自由に移動
することができる。
【符号の説明】
【００４５】
　１…送給装置
　２…還元剤タンク
　３…排気システム
　４…第１の補償エレメント
　５…フィルタ
　６…送給ユニット
　７…還元剤ライン
　８…計量ユニット
　９…全体のボリューム
　１０…ダイアフラム
　１１…接触面
　１２…正圧の閾値
　１３…表層部
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　１４…自動車
　１５…内燃機関
　１６…圧力軸
　１７…時間軸
　１８…ボリューム軸
　１９…ストッパ
　２０…凍結期間
　２１…融解期間
　２２…第１の曲線
　２３…第２の曲線
　２４…流動抵抗
　２５…第２の補償エレメント
　２６…圧力の増加
　２７…圧力センサ
　２８…正圧
　２９…負圧
　３０…偏向位置
　３１…孔
　３２…圧力／ボリューム曲線
　３３…プレロード位置
　３４…硬化構造
　３５…格子
　３６…波形構造
　３７…複合補償エレメント
　３８…安定平衡位置
　３９…突然のボリューム増加
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